
杜
牧
撰
フ
げ
は
孫
子
』
に
つ
い
て

ー
兵
学
と
儒
学
と
を
む
す
ぶ
も
の
i

前一一一一一回

社
牧
(
八

O
一一一

1
八
五
二
、
字
は
牧
之
)
は
、
「
治
秦
准
」
、
「
贈

別
」
(
明
焚
川
文
集
』
巻
問
、
以
下
巻
数
の
み
記
す
)
等
の
艶
麗
な
詩

を
詠
じ
る
一
方
で
、
相
次
ぐ
異
民
族
の
侵
入
や
藩
鎮
の
叛
乱
を
収
束

す
る
べ
く
多
く
の
戦
略
を
立
て
、
軍
略
家
と
し
て
も
才
能
を
発
揮
し

(i) 
た
。
そ
し
て
、
儒
者
た
る
士
大
夫
は
危
機
感
を
持
っ
て
眼
前
の
戦

争
に
関
わ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
、
主
張
を
繰
り
返
し
た
。
『
注
孫
子
』

も
そ
の
、
主
張
の
一
環
で
あ
る
。

こ
の
杜
牧
、
が
戦
国
・
孫
武
の
世
一
回
に
注
し
た
明
注
孫
子
』
全
三
巻
は
、

歌
陽
修
「
孫
子
後
序
」
(
『
飲
陽
文
忠
公
文
集
』
「
居
士
集
」
巻

四
十
二
)
に
「
其
学
能
道
春
秋
戦
国
時
事
、
蕊
一
博
市
詳
」
(
其
の
学

は
能
く
春
秋
戦
簡
の
時
事
を
道
い
、
甚
だ
博
く
し
て
詳
ら
か
な
り
)

と
、
博
引
高
月
誌
ぶ
り
を
賞
賛
さ
れ
る
出
来
ば
え
で
、
社
牧
自
身
も
誇

り
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
但
し
杜
牧
が
そ
の
執
筆
理
由
に
挙
げ
る
、

Iココ
11=司

橋

未

来

兵
戦
と
儒
者
と
の
関
連
を
示
す
諸
説
に
は
、
時
に
牽
強
付
会
の
解
釈

も
窺
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
兵
者
、
話
道
也
」
(
戦
争
は
、
敵
を
欺

く
し
わ
ざ
で
あ
る
)
〔
計
篇
)
と
説
く
代
表
的
兵
法
書
の
司
孫
子
』

と
儒
学
と
は
、
容
易
に
は
結
び
つ
き
に
く
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
社
牧
は
司
注
孫
子
』
に
お
い
て
兵
戦
と
儒
者

と
を
如
何
に
位
置
づ
け
た
の
か
、
そ
こ
に
は
ど
の
様
な
意
図
が
あ
り
、

社
牧
は
ど
の
様
な
患
い
で
『
注
孫
子
』
を
著
し
た
の
か
に
つ
い
て
検

(2) 

討
し
た
い
。

(67) 

一
、
之
江
孫
子
』
編
纂
の
経
緯

社
牧
が
兵
学
に
興
味
を
抱
い
た
契
機
に
は
第
一
に
家
系
の
影
響

が
考
え
ら
れ
る
。
杜
牧
の
遠
祖
に
は
、
『
春
秋
左
氏
経
伝
集
解
』
の

撰
者
で
あ
り
、
ま
た
鎮
南
将
軍
と
し
て
呉
平
定
の
武
功
を
挙
げ
た
西

警
の
社
預
が
い
る
。
曾
祖
父
社
希
望
は
、
玄
宗
関
元
年
間
に
河
西
陣

右
節
度
使
と
し
て
吐
蕃
を
撃
破
し
一
方
で
は
文
学
を
好
ん
で
崖
顛



信
一
寸
を
問
答
と
し
て
い
た
。
社
牧
の
家
系
に
は
、
こ
の
様
に
文
武
の
高

額
に
秀
で
た
人
物
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
杜
牧
に
最
も
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
皇
帝
三

代
に
一
息
り
宰
相
を
務
め
た
祖
父
社
佑
(
七
三
五
1
八
三
乙
で
あ
る
。

社
佑
は
、
典
章
制
度
史
思
想
典
』
兵
部
の
序
の
自
由
頭
で
、
戦
争
の

由
来
を
「
一
一
一
髪
無
為
、
天
下
以
治
。
五
帝
行
教
、
兵
由
是
盟
(
。
所
謂

『
大
別
府
甲
兵
、
市
陳
諸
原
野
』
・
:
若
制
得
箕
宣
別
治
安
、
失
其
笈

財
乱
危
」
(
一
一
一
室
為
す
無
く
、
天
下
以
て
治
ま
る
。
五
帝
教
を
行
い
、

兵
は
是
れ
由
り
興
る
。
所
諮
る
『
大
刑
は
甲
兵
を
用
い
、
諸
を
原
野

に
陳
ぬ
』
:
・
若
し
制
は
其
の
宜
を
得
れ
ば
則
ち
治
は
安
ん
じ
、
其
の

{
立
を
失
え
ば
財
ち
乱
危
す
)
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る

の
は
『
臨
訪
問
』
魯
誌
の
「
大
別
用
甲
兵
;
薄
別
府
鞭
朴
、
以
威
民
也
。

故
大
者
陳
之
原
野
、
小
者
致
之
市
朝
」
の
一
一
節
で
、
法
家
思
想
に
傾

倒
し
た
杜
佑
ら
し
く
、
戦
争
を
刑
罰
の
一
種
と
す
る
兵
戦
観
を
示
し

た
。
末
尾
で
は
、
明
孫
子
』
に
触
れ
て
次
の
様
に
記
す
。

以
為
孫
武
一
附
著
十
一
一
一
第
、
旨
樋
斯
道
、
故
知
往
苦
行
師
制
勝
、

誠
当
皆
精
其
迎
。

以
為
え
ら
く
孫
武
の
説
明
す
所
の
十
一
一
一
篇
、
旨
は
斯
道
を
極
め
、

広
w
h
C
戸
勺

故
に
往
替
の
行
姉
制
勝
は
、
誠
に
当
に
皆
な
其
の
理
を
精
か
に

す
べ
き
を
知
る
。

明
孫
子
』
の
ま
旨
は
兵
戦
の
道
を
極
め
て
お
り
、
古
の
戦
勝
は
そ
の

道
理
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
悟
っ
た
と
い
う
。
社
佑
は
こ
の
様
に

『
孫
子
』
を
称
揚
し
、
『
孫
子
』
を
べ
!
ス
に
『
通
典
』
兵
部
全
篇
を

構
成
し
た
。

社
牧
も
「
詑
孫
子
序
」
(
巻
十
)
の
冒
頭
で
、
社
佑
と
同
様
に
兵

戦
を
「
兵
者
、
部
也
」
と
定
義
す
る
。
続
け
て
杜
佑
の
引
く
同
国
語
』

の
一
節
、
を
諮
ま
え
、
戦
争
と
は
刑
罰
の
う
ち
大
規
模
の
も
の
で
あ
り
、

市
街
で
罪
人
を
鞭
打
つ
事
と
兵
士
を
率
い
て
敵
を
斬
る
事
は
、
善
人

(3) 

の
生
活
を
守
る
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
た
。
社
牧
は
社

佑
の
兵
戦
観
を
継
承
し
、
社
佑
が
兵
戦
の
道
理
を
極
め
た
と
見
な

す
『
孫
子
』
に
設
を
付
し
た
の
だ
っ
た
。

序
に
記
す
社
牧
の
『
注
孫
子
』
一
編
纂
の
経
緯
は
、
次
の
一
様
で
あ
る
。

社
牧
は
幼
い
頃
『
礼
記
』
を
読
み
、
「
四
郊
多
塁
、
郷
大
夫
辱
也
」

(
四
方
の
郊
外
に
砦
が
多
い
こ
と
は
、
外
敵
の
侵
入
、
が
多
い
た
め
に

士
大
夫
が
人
民
を
安
住
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
恥
で
あ
る
)
と
い
う

曲
礼
の
一
節
を
然
り
と
怒
っ
た
。
そ
の
後
青
年
期
に
至
り
、
憲
宗
一
花

和
年
間
(
八

O
六
i
八
二

O
)
に
藩
鎮
叛
乱
が
相
次
い
だ
際
、
郷
大

夫
は
「
使
将
兵
行
訴
者
、
期
必
壮
健
善
撃
利
者
、
卿
大
夫
行
列
進
退
、

一
如
常
時
、
笑
歌
嬉
遊
、
職
不
為
辱
」
(
丘
ハ
を
将
り
誌
を
行
わ
し
む

る
者
は
、
財
ち
必
ず
社
縫
に
し
て
撃
料
を
普
く
す
る
者
に
し
て
、
郷

大
夫
の
行
列
進
退
は
、
一
に
常
時
の
如
く
、
笑
歌
嬉
遊
す
る
は
、
朝

ち
辱
と
為
さ
ず
)
と
の
有
様
で
、
武
将
に
討
伐
を
任
せ
て
は
、
平
素

(68) 



通
り
安
認
と
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
。
社
牧
は
そ
の
光
景
を
目
の
当

た
り
に
し
て
、
司
礼
記
』
の
一
節
は
JU
京
一
一
一
一
口
な
の
だ
と
患
っ
た
。
し
か

し
そ
の
後
一
、

及
年
二
十
、
始
読
『
尚
書
』
、
『
毛
詩
』
、

5
4
伝
』
、
明
問
問
一
池
宮
、

十
三
代
史
書
、
晃
其
樹
立
其
間
、
滅
亡
其
圏
、
来
始
不
出
兵
也
。

主
兵
者
謹
賢
材
能
多
樹
博
識
之
士
、
別
必
樹
立
其
厨
虫
、
壮
健

撃
料
不
学
之
徒
、
則
、
必
敗
亡
其
富
也
。
然
後
信
知
為
毘
家
者
、

兵
最
為
大
、
非
邸
周
郷
大
夫
、
不
可
堪
任
其
事
。

年
二
十
に
及
び
、
始
め
て
『
尚
書
』
、
明
毛
詩
h

、
♂
江
伝
』
、
明
国

諮
』
、
十
三
代
の
史
蓄
を
読
み
、
其
の
注
ハ
の
留
を
樹
立
し
、
其

の
留
を
滅
亡
す
る
を
見
る
に
、
未
だ
始
め
よ
り
兵
に
由
ら
ざ
る

に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
丘
ハ
を
主
る
者
は
、
聖
一
賢
材
能
多
間
博
識
の

士
な
れ
ば
、
別
ち
必
ず
其
の
留
を
樹
立
す
る
な
り
、
社
健
撃
料

不
学
の
徒
な
れ
ば
、
別
ち
必
ず
其
の
屈
を
敗
亡
す
る
な
り
。
然

る
後
信
に
知
る
、
国
家
を
為
む
る
者
は
、
兵
を
最
も
大
と
為
し
、

資
な
る
…
卿
大
夫
に
非
ざ
れ
ば
、
そ
の
事
を
任
ず
る
に
塔
う
べ
か

ら
ざ
る
を
。

経
書
と
史
書
を
通
し
て
、
兵
戦
が
器
の
存
亡
を
左
右
し
、
そ
の
指
揮

(5) 

者
は
賢
人
の
郷
大
夫
で
な
け
れ
ば
留
は
滅
び
る
と
罷
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
社
牧
は
、
古
よ
り
伝
わ
り
現
代
の
教
訴
に
生
か
し
得
る
兵

法
書
を
渉
猟
し
た
と
こ
ろ
、
『
孫
子
』
に
は
「
自
武
死
後
凡
千
歳
、

将
兵
者
有
成
者
、
有
敗
者
、
勘
付
共
事
跡
、
皆
与
武
所
著
書
一
一
相
抵

当
、
補
印
題
模
刻
、
一
不
謹
鉄
」
(
武
の
死
後
よ
り
凡
そ
千
歳
、
兵

を
将
る
者
の
成
有
る
者
、
敗
有
る
者
、
其
の
事
跡
を
勘
う
る
に
、
皆

な
武
の
著
す
一
昨
の
警
と
一
一
相
い
抵
当
す
る
こ
と
、
稽
お
印
間
模
刻

の
、
一
も
嵯
鉄
せ
ざ
る
が
ご
と
し
)
と
い
う
様
に
、
ま
さ
し
く
勝
敗

の
法
制
約
が
記
さ
れ
て
い
る
。
包
し
そ
れ
は
、
曹
操
が
孫
武
の
書
の
余

剰
部
分
を
削
り
、
山
正
解
を
付
し
て
十
三
篇
に
し
た
も
の
で
、
曹
操
の

い
在
は
「
十
一
小
釈
ご
と
い
う
程
僅
か
だ
っ
た
た
め
、
社
牧
は
苗
日
操
日
夜

(6v 

に
自
注
を
補
っ
た
と
い
う
。

末
尾
に
は
、
「
彼
為
棺
者
臼
『
兵
非
吾
事
、
吾
不
当
知
』
、
君
子
臼

『
切
居
並
(
位
可
也
』
」

i

宰
相
が
「
戦
争
は
関
知
し
な
い
」
と
い
え
ば
、

君
子
は
「
何
も
せ
ず
に
よ
く
ま
あ
地
位
に
胡
座
を
か
く
こ
と
が
で
き

る
も
の
だ
」
と
一
軽
蔑
す
る
、
と
痛
烈
な
批
判
を
述
べ
て
序
を
結
ぶ
。

杜
牧
は
眼
前
の
戦
乱
に
無
関
心
な
士
大
夫
に
慎
り
、
戦
乱
を
収
束

す
る
の
は
「
聖
賢
材
能
多
聞
博
識
之
土
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
の

切
実
な
思
い
か
ら
、
司
孫
子
h

を
研
究
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(69) 

一
一
、
『
孫
子
』
の
兵
戦
論

社
牧
は
序
文
で
、
『
孫
子
』
の
説
く
兵
戦
論
を
次
の
様
に
記
す
。

武
之
一
的
論
大
約
用
仁
義
、
使
機
権
也
。

武
の
論
ず
る
所
は
大
約
仁
義
を
用
い
、
機
権
を
使
う
な
り
。



「
機
権
」
は
綿
機
応
変
の
策
を
意
味
し
、
『
孫
子
』
が
全
一
締
に
一
回
一
っ
て

説
く
「
話
道
」
に
等
し
い
。
「
仁
義
」
は
、
「
仁
」
は
思
い
や
り
ゃ
慈

愛
、
「
義
」
は
入
と
し
て
行
う
べ
き
道
、
道
義
を
一
一
一
一
回
い
、
「
仁
義
」
と

の
並
称
は
『
孟
子
』
に
始
ま
る
。

こ
の
「
仁
義
」
は
、
兵
法
書
の
中
で
も
、
儒
家
の
、
主
張
す
る
正
義

の
た
め
の
戦
争
、
い
わ
ゆ
る
「
義
戦
」
(
「
春
秋
無
義
戦
」
〔
『
孟
子
』

尽
心
挙
句
上
〕
)
に
言
及
す
る
、
例
え
ば
司
馬
穣
草
撰
『
司
馬
法
』
、

唐
・
李
答
一
撰
『
神
機
制
敵
太
白
陰
経
』
等
に
見
出
さ
れ
る
。

宋
・
鄭
友
賢
撰
『
孫
子
選
説
』
は
、
明
司
潟
法
』
仁
本
篇
の
一
節

「
古
者
、
以
仁
為
本
、
以
義
治
之
、
謂
之
正
、
正
不
獲
意
高
知
権
」
と
、

『
孫
子
』
箪
争
篇
の
「
兵
以
詐
立
、
以
利
動
、
以
分
合
為
変
者
也
」

、、

と
を
引
合
い
に
し
て
、
「
先
一
土
之
道
、
尚
仁
義
市
済
之
以
権
、
兵
家

者
流
、
貴
詐
利
市
終
之
以
変
」
(
古
の
聖
王
の
道
は
、
仁
愛
と
正
義

と
を
貴
び
、
政
を
整
え
る
の
に
常
時
と
異
な
る
権
道
を
用
い
る
が
、

兵
家
は
敵
を
欺
く
事
と
和
議
と
を
寅
び
、
戦
争
を
極
め
る
の
に
臨
機

応
変
の
一
戦
法
を
用
い
る
)
と
述
べ
る
の
だ
が
、
社
牧
は
ま
さ
に
こ
の

「
仁
義
」
と
「
変
」
と
を
『
孫
子
』
の
要
点
と
説
き
、
イ
ン
パ
ク
ト

を
放
っ
た
。

し
か
し
明
孫
子
』
本
文
に
は
、
「
仁
義
」
は
一
力
所
、

力
所
で
、
「
義
」
は
見
え
な
い
。

①
非
仁
義
、
不
能
使
問
。

は

〔
用
問
問
篇
〕

②
愛
爵
禄
百
金
、
不
知
敵
之
情
者
、
不
仁
之
至
告
。
(
用
関
篇
〕

③

将

者

、

智

、

信

、

仁

、

男

、

厳

也

。

(

計

篇

)

①
は
「
思
い
や
り
〔
仁
〕
と
統
制
(
義
〕
と
が
無
け
れ
ば
、
間
諜

を
思
い
通
り
に
は
動
か
せ
な
い
」
、
②
は
「
報
酬
を
培
し
ん
で
敵
情

を
探
ろ
う
と
し
な
い
事
は
、
人
民
を
敗
戦
に
導
く
不
仁
の
極
み
で
あ

る
」
と
の
意
味
で
、
共
に
『
孫
子
』
の
要
点
に
は
当
た
ら
な
い
。
③

は
将
軍
の
資
質
を
説
く
一
節
で
、
社
牧
詑
は
吉
の
聖
王
と
兵
家
(
将

軍
)
と
を
比
較
し
て
、

先
王
之
道
、
以
仁
為
首
、
兵
家
者
流
、
患
智
為
先
。
惹
智
者
、

能
機
権
、
識
変
通
也
・
:
仁
者
、
愛
人
鋳
物
、
知
勤
労
也
。

先
王
の
道
は
、
仁
を
以
て
首
と
為
す
も
、
兵
家
者
の
流
は
、
智

を
用
う
る
を
先
と
為
す
。
議
し
智
は
、
機
権
を
能
く
し
て
、
変

通
を
識
る
な
り
:
・
仁
は
、
人
を
愛
し
て
物
を
偶
し
、
勤
労
を
知

る
な
り
。

と
記
し
、
あ
く
ま
で
「
仁
」
を
聖
王
の
政
治
の
根
本
と
す
る
。

で
は
社
牧
の
い
う
『
孫
子
』
の
「
仁
義
」
は
ど
こ
に
説
か
れ
て
い

る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
社
牧
自
身
の
注
に
あ
る
。
以
下
に
杜
牧

注
を
、
社
牧
以
前
の
注
釈
l
『
十
一
家
注
孫
子
』
所
収
の
曹
操
、
梁

の
孟
氏
、
蔚
の
翼
林
、
前
出
の
『
太
白
陰
経
』
の
撰
者
で
も
あ
る
李

筆
、
そ
し
て
杖
拾
の
注
と
の
比
較
を
交
え
て
克
て
ゆ
き
た
い
。
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三
、
『
注
孫
子
』
の
「
仁
義
」

(1)
仁
義

『
孫
子
』
の
第
一
篇
、
計
鯨
の
冒
頭
は
、
「
孫
子
自
『
兵
者
、
国
之

大
事
、
死
生
之
地
、
存
亡
之
道
。
不
可
不
察
也
』
」
(
孫
子
臼
く
明
兵

は
、
思
の
大
事
に
し
て
、
死
生
の
地
、
存
亡
の
道
な
り
。
察
せ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
な
り
』
と
)
の
一
節
に
始
ま
る
。
兵
戦
は
国
の
存
亡
を

分
か
つ
一
大
事
な
の
で
、
勝
つ
た
め
に
敵
と
味
方
の
状
況
を
よ
く
調

べ
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。

継
い
で
そ
の
五
項
目
「
五
事
」

i
道
、
天
、
地
ち
将
、
法
!
が
挙

げ
ら
れ
る
。
「
道
」
は
、
「
ム
ヱ
氏
与
上
向
意
也
。
故
可
以
与
之
死
、
可

以
与
之
生
、
市
不
畏
危
」
(
民
を
し
て
上
と
意
を
向
じ
く
せ
し
む
る

な
り
。
故
に
以
て
之
と
死
す
べ
く
、
以
て
之
と
生
く
べ
く
、
危
う
き

を
畏
れ
ず
)
と
い
う
様
に
、
そ
れ
に
よ
り
人
民
の
意
志
が
統
治
者
と

一
致
し
、
生
死
を
共
に
す
る
事
を
恐
れ
さ
せ
ぬ
よ
う
に
す
る
も
の
で

ホ
山
ヴ

9
0

み
み
つ
び

こ
の
一
一
節
に
対
し
、
商
問
操
は
「
謂
道
之
以
教
令
」
(
之
を
道
く
に

教
令
を
以
て
す
る
を
謂
う
)
と
設
し
、
人
民
を
教
化
に
基
づ
い
て
導

く
そ
の
道
、
と
鰭
路
に
述
べ
た
。
南
朝
・
染
の
孟
氏
は
、
「
謡
選
之

以
政
令
、
斉
之
以
礼
教
。
故
能
化
服
土
民
、
与
上
下
関
心
也
」
(
之

を
道
く
に
政
令
を
以
て
し
、
之
を
斉
う
る
に
礼
教
を
以
て
す
る
を
謂

う
。
故
に
能
く
士
民
を
化
服
し
、
上
下
と
心
を
同
じ
く
す
る
な
り
)

と
記
す
。
曹
操
注
を
敷
得
し
て
、
人
民
の
意
思
統
一
に
は
、
政
令
と

札
制
度
に
よ
る
教
化
を
用
い
る
、
と
い
う
。
孟
氏
は
こ
こ
で
ヱ
旬

子
』
議
兵
篇
の
一
節
を
引
用
す
る
。

萄
子
と
楚
の
将
軍
臨
武
君
は
、
越
の
孝
成
王
の
前
で
兵
戦
の
要
に

つ
い
て
議
論
し
、
萄
子
は
そ
れ
を
「
善
的
民
」
(
人
民
を
懐
き
従
わ

せ
る
こ
と
)
と
し
た
。
し
か
し
臨
武
君
は
、
「
勢
利
」
(
勢
い
や
利
窓
口
)

や
「
変
詐
」
(
変
化
す
る
戦
法
)
こ
そ
肝
要
で
、
孫
子
と
呉
子
は
そ

れ
故
に
勝
利
し
た
で
は
な
い
か
と
反
論
す
る
。
す
る
と
萄
子
は
、
そ

れ
は
諸
侯
レ
ベ
ル
の
戦
争
だ
が
、
自
分
が
論
じ
る
の
は
「
仁
人
之

兵
」
(
仁
者
の
軍
隊
)
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
様
子
を
次
の
様
に
述

ベマ念。

(71) 

芭
之
於
君
也
、
下
之
於
上
也
、
若
子
之
事
父
、
弟
之
事
兄
、
若

(8) 

手
管
之
符
頭
尾
市
覆
胸
腹
也
。

毘
の
君
に
於
け
る
や
、
下
の
上
に
於
け
る
や
、
子
の
父
に
事
え
、

ふ
せ

弟
の
兄
に
事
う
る
が
若
く
、
手
陣
問
の
頭
目
を
拝
ぎ
、
胸
腹
を
覆

う
が
若
き
な
り
。

仁
者
の
軍
隊
で
は
、
臣
下
、
が
君
、
玉
に
仕
え
下
の
者
が
上
の
者
に
仕
え

る
様
子
は
、
子
供
が
親
に
弟
が
兄
に
仕
え
る
様
で
あ
り
、
手
や
腕
で

頭
や
呂
を
守
り
絢
や
緩
を
庇
う
か
の
如
く
上
下
一
体
と
な
る
と
い
う
。

窟
の
李
答
は
、
経
歴
未
詳
、
玄
宗
か
ら
代
宗
の
治
世
頃
(
七
一
一
一



ー
七
七
九
)
の
人
で
、
少
富
山
に
隠
居
し
て
時
間
外
春
秋
』
や
嬬
家
・

法
家
思
想
等
を
基
調
と
す
る
『
神
機
制
敵
太
白
陰
経
』
等
多
く
の
兵

九

9
}

法
曹
一
闘
を
著
し
だ
。
李
築
は
「
以
道
理
衆
、
人
自
化
之
、
得
其
同
用
、

何
亡
之
有
」
(
道
を
以
て
衆
を
理
め
ば
、
人
は
自
ら
之
に
化
し
、
其

は
た
ら
き

の
向
じ
き
府
を
得
ん
、
何
ぞ
亡
う
こ
と
の
之
れ
有
ら
ん
や
)
と
注
し
、

明
記
し
な
い
が
「
道
」
を
教
化
と
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。

{
川
W
}

寅
林
は
、
徳
宗
建
中
四
年
(
七
八
三
)
、
昭
義
節
度
使
李
抱
真
の

門
客
だ
っ
た
際
に
、
恒
州
刺
史
王
武
俊
に
対
し
て
、
叛
乱
軍
の
慮
龍

節
度
使
朱
治
か
ら
離
反
す
る
よ
う
説
得
す
る
、
と
い
う
功
を
成
し
た

人
物
で
あ
る
(
『
新
唐
書
』
巻
二
一
ご
妄
武
俊
伝
)
。

一
員
林
は
「
将
能
以
道
為
心
、
与
人
間
制
約
共
患
、
剣
士
卒
服
、
自

然
心
与
上
者
向
也
。
使
士
卒
懐
我
如
父
母
、
祝
敵
如
仇
儲
者
、
非
道

不
能
也
」
(
将
は
能
く
道
を
以
て
心
と
為
し
、
人
と
利
を
向
じ
く
し

て
患
い
を
共
に
せ
ば
、
別
ち
士
卒
は
服
し
て
、
自
然
に
心
は
上
者
と

な
っ

同
じ
く
す
る
な
り
。
士
卒
を
し
て
我
に
懐
く
こ
と
父
母
の
如
く
し
、

敵
を
視
る
こ
と
仇
儲
の
如
く
せ
し
む
る
は
、
道
に
非
ざ
れ
ば
能
わ
ざ

る
な
り
)
と
記
す
。
恐
ら
く
♂
旬
子
』
議
兵
篇
の
「
其
良
之
親
我
歓

若
父
母
・
:
彼
皮
顔
立
〈
上
則
若
灼
鯨
、
若
仇
鱗
」
を
踏
ま
え
、
「
道
」

を
慈
愛
の
様
な
感
情
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

社
佑
は
、
当
該
部
分
に
先
だ
っ
『
孫
子
』
本
文
「
一
日
道
」
に
対

し
て
「
徳
化
」
(
徳
を
以
て
教
化
す
る
)

(
日
)

と
注
記
し
、
当
該
部
分
に

、、

は
「
謂
導
之
以
政
令
、
斉
之
以
礼
教
・
:
上
有
仁
施
、
下
能
致
命
也
」

(
調
理
っ
こ
こ
ろ
は
、
之
を
導
く
に
政
令
を
以
て
し
、
之
を
斉
う
る
に

、、

礼
教
を
以
て
す
・
:
上
に
仁
施
有
れ
ば
、
下
に
能
く
命
を
致
す
な
り
)

と
記
す
。
杜
佑
は
、
「
道
」
を
政
令
と
礼
に
よ
る
教
化
と
解
す
る
孟

氏
注
を
承
け
、
そ
こ
に
、
統
率
者
が
人
民
に
対
し
て
「
仁
施
」
つ
ま

り
仁
愛
を
与
え
れ
ば
人
民
は
命
に
従
う
、
と
付
一
一
一
目
し
た
。
そ
れ
が

「
徳
化
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

、、

で
は
杜
牧
は
ど
う
か
。
社
牧
は
こ
こ
で
「
道
者
、

F

仁
義
也
」
(
道

、、

は
、
仁
義
な
り
)
と
記
し
、
続
け
て
『
萄
子
』
議
兵
篇
の
、
萄
子
と

弟
子
の
李
斯
と
の
会
話
を
引
用
す
る
。

李
斯
が
窃
子
に
「
秦
王
朝
が
四
代
に
一
旦
り
勝
利
を
収
め
た
の
は
、

仁
義
で
は
な
く
時
々
の
便
宜
に
拠
る
も
の
だ
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、

萄
子
は
、
李
斯
の
い
う
便
宜
と
は
時
々
に
適
う
程
度
の
寵
宜
だ
が
、

自
分
の
い
う
仁
義
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
真
の
意
味
で
の
便
宜
な
の

だ
と
諭
し
た
。
そ
し
て
そ
の
仁
義
を
次
の
様
に
説
明
す
る
。

彼
仁
義
者
、
所
以
修
政
者
也
。
政
修
制
民
毅
其
上
、
楽
其
君
、

市
軽
為
之
死
。

彼
の
仁
義
と
は
、
政
を
修
む
る
所
以
の
者
な
り
。
政
修
ま
れ
ば
、

別
ち
民
は
其
の
よ
に
親
し
み
、
其
の
君
を
楽
し
ま
せ
、
之
が
為

(72) 



に
死
を
軽
ん
ず
。

あ
の
仁
愛
と
道
義
と
い
う
も
の
は
、
政
治
を
修
め
整
え
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
、
そ
れ
に
悶
り
政
治
が
整
え
ば
、
人
口
氏
は
君
、
玉
に
親
し
み

君
主
を
喜
び
、
戦
時
に
は
君
、
王
の
為
に
命
を
投
げ
出
す
よ
う
に
な
る

の
だ
、
と
い
う
。
杜
牧
註
は
こ
の
一
節
を
引
き
、
続
け
て
「
復
対
越

孝
成
王
論
兵
臼
」
と
し
て
、
前
掲
の
孟
氏
が
引
く
『
萄
子
』
の
一
節

も
加
え
た
。

こ
の
明
萄
子
』
の
引
用
部
分
に
は
「
道
」
の
諮
は
見
え
ず
、
議
兵

篇
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
「
道
」
と
は
道
理
や
戦
い
方
な
ど
を
指
す

も
の
で
、
仁
義
の
意
味
は
な
い
。
し
か
し
杜
牧
は
、
萄
子
が
こ
こ
で

主
張
す
る
「
人
民
、
が
君
主
に
懐
き
従
い
、
戦
時
に
は
命
を
投
げ
出
す

事
も
矯
し
ま
な
い
の
は
、
日
演
の
仁
政
に
図
る
」
と
の
説
に
基
づ
き
、

孫
子
の
「
道
」
と
萄
子
の
「
仁
義
」
と
を
結
び
つ
け
た
。

以
上
の
「
道
」
に
対
す
る
法
釈
を
振
り
返
る
と
、
宙
開
操
、
孟
氏
、

李
筆
一
は
、
礼
に
よ
る
教
化
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
、
葉
林
は
慈
愛
と

い
う
感
情
に
重
点
が
あ
る
。
社
佑
は
、
教
化
と
慈
愛
を
折
衷
す
る
様

に
「
徳
化
」
と
記
し
た
。
そ
し
て
杜
牧
は
、
社
佑
の
「
仁
施
」
に

「
義
」
を
加
え
、
『
萄
子
』
を
橋
渡
し
と
し
て
「
道
」
を
「
仁
義
」
と

明
一
一
一
一
閃
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
『
孫
子
』
形
篇
に
、
「
善
用
兵
者
、
修
道
而
保
法
、
故
能
為

勝
敗
之
政
」
(
善
く
兵
を
用
う
る
者
は
、
道
を
修
め
て
法
を
保
つ
、

故
に
能
く
勝
敗
の
政
を
為
す
)
と
の
一
節
が
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
曹
操
注
は
「
善
用
兵
者
、
先
自
修
治
、
為
不
可
勝

道
、
保
法
度
、
不
失
敵
之
敗
乱
也
」
(
善
く
兵
を
用
う
る
者
は
、
先

ず
自
ら
修
治
し
、
〔
敵
が
我
々
に
)
勝
つ
べ
か
ら
ざ
る
の
道
を
為
し
、

法
度
を
保
て
ば
、
敵
の
敗
乱
を
失
わ
ざ
る
な
り
)
と
記
し
、
市
民
林
も

「
常
修
用
兵
之
勝
道
、
保
賞
罰
之
法
度
」
(
常
に
用
兵
の
勝
道
を
修
め

て
、
質
問
討
の
法
度
を
保
つ
)
と
一
九
在
し
て
、
「
道
」
を

3

勝
利
を
導
く

た
め
の
然
る
べ
き
戦
法
と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
杜
牧
は
、
「
道
」
と
「
法
」
は
「
五
事
」
(
道
、
天
、
地
、
将
、

法
)
の
そ
れ
を
指
す
と
見
な
し
て
、
次
の
様
に
記
す
。

、

、

、

、

1
l
J

道
者
、
仁
義
也
。
法
者
、
法
制
也
。
善
用
丘
ハ
者
、
先
修
治
仁
義
、

mw

保
守
法
制
、
自
為
不
可
勝
之
政
:
・
別
攻
能
勝
之
。

、、

道
は
、
仁
義
な
り
。
法
は
、
法
制
な
り
。
蕃
く
兵
を
舟
う
る
者

、、

は
、
先
ず
仁
義
を
修
治
し
、
法
制
を
保
守
し
、
自
ら
勝
つ
べ
か

ら
ざ
る
の
政
を
為
め
・
:
別
ち
攻
め
て
能
く
之
に
勝
つ
。

、、

「
修
道
部
保
法
」
を
「
先
修
治
仁
義
、
保
守
法
制
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
し
て
、
戦
争
を
巧
み
に
行
う
者
は
、
第
一
に
仁
愛
と
道
義
に
基
づ

く
政
治
を
修
め
、
軍
隊
の
制
度
規
律
を
保
つ
、
と
い
う
。
社
牧
は
こ

の
様
に
、
繰
り
返
し
五
事
の
「
道
」
を
「
仁
義
」
と

J

記
し
た
。



(2)
仁
義
・
節
制

地
形
篇
の
一
節
「
失
地
形
者
、
兵
之
助
也
」
(
夫
れ
地
形

は
、
兵
の
助
け
な
り
)
に
対
し
て
杜
牧
は
、

、、

夫
兵
之
、
玉
、
在
於
仁
義
、
節
制
市
己
。
若
得
地
形
、
可
以
為
兵

之
助
、
所
以
取
勝
由
。、.，、.，

夫
れ
ほ
ハ
の
主
は
、
仁
義
、
節
制
に
在
る
の
み
。
若
し
地
形
を
得

れ
ば
、
以
て
兵
の
助
け
と
為
す
べ
し
、
勝
ち
を
取
る
所
以
な
り
。

と
注
記
す
る
。
「
節
制
」
は
整
備
さ
れ
た
規
則
法
律
の
意
味
。
一
員
戦

の
根
本
は
、
仁
義
に
よ
る
政
治
と
箪
隊
内
部
の
整
備
さ
れ
た
規
律
で

あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
『
孫
子
』
形
篇
の
「
善
用
兵
者
、
修
道
荷

、、

係
法
」
を
、
自
身
の
注
釈
「
先
修
治
仁
義
、
保
守
法
制
」
に
基
づ
き

一
言
い
換
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
枇
牧
注
に
拠
れ
ば

「
法
者
、
法
制
」
で
あ
る
。

内
孫
子
』
本
文
に
一
民
る
と
、
五
事
の
一
つ
「
法
」
は
「
法
者
、
曲
制
、

官
道
、
主
用
也
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
「
曲
制
」
に
対
し
て
杜
牧

、、

は
「
曲
者
、
部
局
鰍
伍
有
分
間
世
。
制
者
、
金
鼓
磁
旗
有
節
制
也
」

〈
曲
は
、
部
隊
編
成
に
規
則
が
あ
る
こ
と
、
制
は
、
鏡
、
太
鼓
、
軍

旗
の
使
用
に
規
律
が
あ
る
こ
と
を
い
う
)
と
註
す
る
。
こ
こ
に
「
節

制
」
の
諮
が
見
え
る
。
で
は
「
節
制
」
は
、
「
保
守
法
制
」
を
言
い

換
え
た
も
の
な
の
か
。

実
は
こ
れ
と
別
に
、
ヱ
句
子
』
議
兵
篇
に
も
「
仁
義
・
節
制
」
を

説
く
一
節
が
み
え
る
。

萄
子
は
、
王
者
の
率
い
る
軍
と
諸
侯
軍
と
の
形
勢
を
論
じ
る
中
で
、

斉
、
貌
、
泰
三
回
目
の
箪
の
強
弱
を
評
し
て
、
「
斉
は
剣
術
の
戦
法
を

尊
び
、
貌
は
兵
卒
採
用
の
擦
に
体
力
等
の
基
準
を
尊
ぶ
、
秦
は
常
に

人
民
を
岡
山
窮
状
態
に
置
き
、
武
功
に
よ
る
患
賞
抜
き
に
は
生
活
で
き

な
く
す
る
た
め
、
秦
の
兵
士
が
最
も
多
く
且
つ
精
鋭
で
あ
る
」
と
述

べ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
留
に
、
斉
の
桓
公
・
晋
の
文
公
、
更
に
般
の

湯
玉
と
開
の
武
王
を
も
加
え
て
、
次
の
様
に
比
較
す
る
吋

斉
之
技
撃
不
可
以
過
貌
氏
之
武
卒
、
貌
氏
之
武
卒
不
可
以
遇
秦

、

、

、

之
鋭
土
ち
秦
之
鋭
土
不
可
以
当
桓
、
文
之
節
制
、
桓
、
文
之
節

、

、

、

制
不
可
以
敵
湯
、
武
之
仁
義
。

斉
の
技
撃
は
以
て
貌
氏
の
武
卒
に
遇
う
ぺ
か
ら
ず
、
貌
氏
の
武

卒
は
以
て
秦
の
鋭
士
に
過
う
べ
か
ら
ず
、
秦
の
鋭
土
は
以
て
桓
、

、

、

、

、

文
の
節
制
に
当
た
る
べ
か
ら
ず
、
極
、
文
の
節
制
は
以
て
湯
、

、、

武
の
仁
義
に
敵
す
べ
か
ら
ず
。

斉
の
技
撃
は
貌
の
鍛
錬
し
た
武
卒
に
対
抗
で
き
ず
、
税
の
武
卒
は
秦

の
精
鋭
兵
に
は
対
抗
で
き
な
い
。
し
か
し
奈
の
精
鋭
兵
は
桓
公
・
文

公
の
♂
抑
制
」

1

統
制
さ
れ
た
軍
に
対
抗
で
き
ず
、
桓
公
・
文
公
は

揚
玉
・
巾
の
仁
義
に
基
づ
き
上
下
一
体
化
し
た
軍
に
は
献
わ
な
い
、

と
い
う
。
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こ
の
桓
公
、
文
公
を
含
む
春
秋
の
五
覇
を
、
萄
子
は
「
和
斉
之

兵
」
(
調
和
整
備
さ
れ
た
軍
隊
)
と
称
し
た
。
社
牧
は
こ
の
一
一
節
に

拠
り
、
「
保
法
」
を
「
節
制
」
と
表
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(3)
明
孫
子
』
の
「
道
」
・
『
萄
子
』
の
「
仁
義
」

こ
こ
で
改
め
て
、
明
孫
子
』
と
『
萄
一
千
』
議
兵
籍
と
の
関
係
を
見

渡
し
て
み
た
い
。

『
萄
子
』
議
兵
篇
は
、
戦
術
重
視
の
諸
侯
軍
や
兵
家
に
対
し
て
萄

子
、
が
「
仁
人
之
兵
」
を
絶
対
的
優
位
に
置
き
、
治
臨
強
兵
の
た
め
に

礼
に
よ
る
教
化
と
仁
政
の
章
一
要
性
を
説
く
篇
で
あ
る
。
そ
の
「
仁
人

之
兵
」
の
要
は
「
在
乎
普
鮒
民
市
己
」
(
人
民
を
一
に
す
る
こ
と
)

に
あ
り
、
そ
れ
は
「
前
行
素
修
也
」
(
平
素
か
ら
仁
愛
と
道
義
に
よ

る
政
治
を
行
う
)
た
め
に
可
能
と
な
る
。

こ
の
様
な
、
平
時
に
お
い
て
統
率
者
が
内
政
を
整
え
民
心
を
把
握

す
れ
ば
、
戦
時
に
も
統
率
者
と
将
軍
兵
士
と
が
一
体
と
な
っ
て
勝
利

を
収
め
る
と
の
説
は
、
♂
旬
子
』
と
『
孫
子
』
に
限
ら
ず
『
尉
総
子
』
、

時
間
只
子
』
、
司
推
南
子
』
兵
略
訓
等
多
く
の
兵
法
官
官
に
見
え
る
も
の
で

(
は
)

あ
る
。
司
孫
子
b

で
は
、
五
一
事
の
「
道
」
以
外
に
、
地
形
篇
に
「
視

卒
如
嬰
児
、
故
可
与
之
赴
深
渓
、
授
卒
如
愛
子
、
故
司
与
之
倶
死
」

(
将
軍
、
が
兵
卒
を
嬰
児
の
様
に
扱
え
ば
北
ハ
に
深
い
谷
底
に
赴
く
こ

と
も
で
き
る
し
、
我
、
が
子
の
様
に
扱
え
ば
、
生
死
を
共
に
で
き
る
)
、

行
軍
籍
に
「
令
之
以
文
、

J

芳
之
以
武
」
(
軍
抹
は
徳
に
よ
っ
て
教
え
、

法
令
で
整
え
る
)
等
と
あ
る
。
無
論
町
孫
子
』
は
、
そ
の
一
体
化
が

「
仁
義
」
に
基
づ
く
と
は
記
さ
な
い
。
同
萄
子
加
議
兵
篇
に
登
場
す
る

一
民
家
も
上
下
一
体
に
は
触
れ
ず
、
却
っ
て
「
勢
制
約
」
や
「
変
詐
」
と

い
う
戦
術
の
み
を
挙
、
げ
て
萄
子
と
鋭
く
対
立
す
る
。

し
か
し
社
牧
は
、
明
孫
子
加
の
五
事
の
「
道
」
は
、
『
萄
子
』
議
兵

篇
の
「
仁
義
」
と
指
す
と
こ
ろ
を
等
し
く
す
る
と
い
う
、
明
孫
子
』

と
旦
旬
子
』
の
荷
者
が
触
れ
な
い
点
に
着
思
し
た
。
そ
し
て
こ
の

「
道
」
を
重
視
し
、
『
孫
子
』
の
説
く
兵
戦
論
の
要
と
見
な
し
た
。

侶
だ
「
道
」
、
が
実
際
に
『
孫
子
』
の
要
に
対
応
す
る
か
は
、
や
や

疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
、
五
事
の
う
ち
「
道
」
の
み
を
取
り
上
げ
る

事
と
、
『
孫
子
』
本
文
に
、
仁
義
に
よ
る
上
下
一
体
に
つ
い
て
の
言

及
が
そ
れ
程
見
え
な
い
た
め
で
、
円
孫
子
』
は
全
体
と
し
て
話
通
を

説
き
、
そ
の
要
素
の
一
つ
に
上
下
一
体
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
社
牧
は
、
こ
の
「
道
」
に
着
目
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
在

に
拠
り
「
仁
義
」
の
詩
に
置
き
換
え
て
、
司
孫
子
』
の
要
点
は
「
仁
義
」

と
「
機
権
」
、
つ
ま
り
「
仁
義
に
よ
り
一
体
化
し
た
箪
隊
」
と
「
臨

機
応
変
の
戦
法
」
で
あ
る
と
附
記
し
た
。
も
し
こ
の
要
点
が
前
出
の

「
修
道
部
保
法
」
を
踏
ま
え
た
も
の
な
ら
ば
、
「
仁
義
」
と
「
節
制
」

或
い
は
「
法
制
」
と
な
る
が
、
「
機
権
」
を
挙
げ
る
の
は
、
同
孫
子
』

全
体
を
通
し
て
説
か
れ
る
戦
法
を
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
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杜
牧
の
明
、
技
孫
子
』
に
は
、
設
道
の
み
な
ら
ず
儒
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド

「
仁
義
」
の
諮
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
杖
牧
は
、
も
と
よ
り
明
萄
子
』
を
高
く
評
価
し
て
い

(日
}

F

M

d

た
。
韓
愈
の
「
処
州
孔
子
廟
碑
」
(
円
高
梨
先
生
集
』
巻
一
一
一
十
こ
を

讃
え
る
「
書
処
州
韓
吏
部
孔
子
旗
碑
陰
」
(
巻
ム
ハ
)
で
は
、
儒
者
の

懸
史
を
説
く
中
で
萄
子
に
触
れ
て
、

筒
州
側
祖
夫
子
、
李
斯
事
萄
卿
、

与
書
坑
布
焚
之
。

萄
郷
は
夫
子
を
祖
と
し
、
李
斯
は
萄
卿
に
事
う
る
も
、
一
臼
に

し
て
天
下
を
宰
る
や
、
尽
く
夫
子
の
徒
を
誘
い
て
書
と
与
に
坑

に
し
て
之
を
焚
く
。

萄
子
は
孔
子
を
尊
ん
だ
が
、
弟
子
の
李
斯
か
ら
儒
者
へ
の
弾
圧
が
始

ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。

(
M
M
}
 

ま
た
杜
牧
は
性
悪
説
を
支
持
し
、
叛
乱
軍
一
討
伐
の
戦
略
「
守
論
」

(
巻
五
)
に
「
大
抵
生
一
人
油
然
多
欲
、
欲
市
不
得
則
怒
、
怒
川
則
争
乱

随
之
。
是
以
教
笛
於
家
、
刑
罰
於
問
、
征
伐
於
天
下
、
此
所
以
裁
其

欲
而
塞
其
争
也
」
と
、
人
間
の
本
性
は
多
欲
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
争

乱
が
生
じ
る
、
国
家
に
刑
罰
、
天
下
に
征
伐
が
行
わ
れ
る
の
は
、
そ

の
欲
望
と
争
乱
と
を
断
つ
た
め
で
あ
る
、
と
の
見
方
を
記
し
た
。
こ

れ
は
杜
牧
が
「
注
孫
子
序
」
に
記
す
、
戦
争
を
刑
罰
の
一
績
と
見
な

す

兵

戦

簡

と

通

じ

て

い

る

。

杜

牧

が

を

橋

波

し

と

し

て

、
尽
誘
夫
子
之
徒

「
道
」
と

と
で
早
旬
子
』

な
し
。

と
を
結
び
つ
け
た
の
も
こ
う
し
た
関
心
の
も

の
兵
戦
論
に
注
目
し
や
す
く
な
っ
た
た
め
か
も
知
れ

四
、
経
世
家
と
し
て

以
上
の
様
に
、
社
牧
は
『
孫
子
』
に
「
仁
義
」
の
存
在
を
見
出
し

た
が
、
も
と
よ
り
義
戦
を
論
じ
る
兵
法
書
に
註
釈
を
付
そ
う
と
は
し

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
註
孫
子
序
」
に
記
す
捺
に
、
杜
牧
の
兵
学
研
究
の
動
機
は
、
士

大
夫
は
戦
争
を
理
解
し
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
戦
争
を
武
将
に
一
任

し
て
は
国
が
滅
び
る
、
と
の
患
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
社
牧
は
、

数
あ
る
一
弘
法
警
の
う
ち
、
社
佑
が
賞
賛
し
自
身
も
兵
法
書
の
精
髄
と

克
な
す
『
孫
子
』
を
選
ん
だ
。

そ
の
明
詑
孫
子
』
に
は
、
「
仁
義
」
の
語
以
外
に
儒
学
と
直
接
繋

が
り
の
あ
る
一
一
一
一
口
説
は
見
え
な
い
。
つ
ま
り
杜
牧
は
、
儒
者
の
立
場
か

ら
先
王
の
道
や
義
戦
を
論
じ
る
よ
り
も
ま
ず
は
実
戦
向
け
の
兵
法

研
究
と
し
て
司
控
孫
子
』
を
著
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
『
孫
子
』
の

兵
戦
論
、
が
内
包
す
る
「
仁
義
」
に
よ
っ
て
兵
戦
と
儒
者
と
の
繋
が
り

を
示
し
て
、
十
一
大
夫
層
に
強
く
訴
え
か
け
た
の
だ
ろ
う
。

伺
だ
、
序
及
び

J

を
宰
相
関
塀
に
献
上
す
る
際
に
添
え

(
巻
十
一
一
)
に
お
い
て
、
兵
戦
と
儒
者
と
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「

M
叶
V

を
結
ぶ
し
た
説
も
見
え
る
の
は
、

た
め
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
社
牧
の
注
釈
家
と
し
て
の
態
度
は
、
叛
乱
軍
討
伐
の
戦
略
を

立
て
る
態
度
に
等
し
い
。

杜
牧
、
が
司
注
孫
子
』
に
傍
一
社
と
し
て
挙
げ
る
周
・
秦
代
か
ら
敬
宗

主
暦
年
間
(
八
二
五

1
八
二
七
)
ま
で
の
戦
争
と
、
「
戦
論
」
、
「
守

論
」
、
「
罪
一
一
一
一
日
(
巻
五
)
の
戦
略
に
論
じ
る
戦
争
に
は
、
時
一
の

例

も

見

え

る

。

そ

れ

は

に

青

年

期

の

社

牧

が

見

た

と

に
力
、
が
入
り
す
ぎ
た

あん

尚
北
信
甫
部
に
位
置
す
る
成
徳
策
は
、
安
史
の
乱
後
朝
廷
に
一

し
て
遠
心
的
態
度
を
取
り
続
け
、
憲
宗
時
代
に
は
多
数
の
叛
乱
軍
が

鎮
圧
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
独
立
し
た
地
位
を
保
っ
て
い
た
。

社
牧
は
こ
の
成
徳
箪
討
伐
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
多
く
の
戦
略
を

立
て
て
い
る
。
成
徳
箪
を
含
む
河
北
三
鎮
の
討
伐
を
論
じ
る
「
罪

一
一
一
一
口
」
で
は
、
憲
京
元
和
十
二
年
一
一
一
月
、
昭
義
節
度
使
斜
土
美
の
軍
が

(η) 

成
徳
寧
領
土
内
の
柏
郷
で
敗
戦
し
た
例
な
ど
を
挙
げ
、
「
不
計
地
勢
、

不
審
攻
守
、
為
浪
戦
、
最
下
策
也
」

i
地
形
や
攻
守
を
よ
く
考
癒
せ

ず
徒
ら
に
戦
争
す
る
の
は
、
最
も
避
け
る
べ
き
戦
い
方
で
あ
る
と
評

し
た
。

『
孫
子
』
計
篇
に
、
の
ひ
と
つ
「
天
」
に
関
す
る
「
天

陰
陽
、
時
制
也
」
と
の
一
節
、
が
あ
る
。
杜
牧
は
「
陰
陽
」

と

は

い

わ

ゆ

る

陰

陽

家

の

刑

徳

向

背

」

を

指

す

と

見

な

し
、
『
平
晶
子
』
公
孫
丑
下
の
「
天
時
如
地
利
、
地
利
不
如
人
和
」
(
天

の
時
節
は
土
地
の
利
に
及
ば
ず
、
土
地
の
利
は
人
心
の
和
合
に
及
ば

な
い
)
に
拠
っ
て
、
「
皆
本
人
事
」
と
異
を
唱
え
る
。

そ
し
て
「
今
可
自
陪
者
、
国
家
自
一
冗
和
己
後
歪
今
、
三
十
年
間
、

凡
四
伐
越
怒
」
と
成
徳
軍
討
伐
に
触
れ
、
昭
義
の
大
事
が
柏
郷
付
近

の
臨
城
県
を
数
回
包
臨
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
「
其
不
抜
者
、
山
一
息
不
自

城
箆
、
池
深
、
糧
多
、
人
一
哉
」

i

攻
略
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、

制
徳
・
向
背
等
の
桧
陽
の
せ
い
で
な
く
、
臨
城
の
城
が
完
備
さ
れ

人
々
が
一
体
と
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
記
し
た
。
こ
れ
は
公
孫
丑

下
の
「
城
非
不
高
也
、
池
非
不
深
也
、
兵
革
非
不
竪
利
也
、
米
東
非

不
多
也
、
委
部
去
之
、
是
地
利
不
知
人
和
也
」
(
城
壁
は
高
く
、
濠

は
探
く
、
武
器
平
間
は
竪
間
関
で
、
食
料
は
豊
富
で
も
ー
そ
の
様
な
械

を
捨
て
て
敗
走
す
る
事
、
が
あ
る
の
は
、
地
の
利
も
人
の
和
に
は
及
ば

な
い
か
ら
で
あ
る
)
と
の
一
節
を
踏
ま
え
て
お
り
、
社
牧
は
繍
城
を

「
地
利
」
と
「
人
和
」
と
を
兼
ね
た
状
態
と
表
す
。

ま
た
司
孫
子
h

九
変
篇
の
「
械
有
所
不
攻
」
に
付
す
注
で
も
、
同

様
に
臨
城
と
他
二
城
と
を
「
池
山
授
壁
堅
、
務
粟
米
石
、
金
山
灰
麻
膏
、

凡
守
城
之
資
、
常
為
不
可
勝
之
計
以
備
」
と
い
う
完
壁
な
状
態
と
述

べ
る
。
そ
し
て
「
三
十
年
関
、
回
天
下
功
力
、
攻
数
万
之
窓
、
間
間

禁
境
、
通
計
十
歳
、
寛
無
尺
寸
之
功
者
、
蓋
常
堕
窓
計
中
、
不
能
知

(77) 



変
也
」

i
一
ニ
十
年
の
長
き
に
一
日
一
り
天
下
を
疲
弊
さ
せ
た
だ
け
で
全
く

功
績
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
常
に
敵
の
策
略
に
は
ま
り
、
そ

の
臨
機
応
変
の
戦
術
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
批
判
し
た
。

杜
牧
は
こ
の
様
に
、
明
註
孫
子
』
に
向
時
代
の
戦
争
例
を
挙
げ
て
、

時
に
強
く
批
判
し
、
教
訓
と
す
る
よ
う
訴
え
る
。
単
な
る
注
釈
に
止

ま
ら
ず
、
明
孫
子
』
の
一
一
一
一
口
説
を
軍
略
家
の
視
点
か
ら
捉
え
、
中
央
集

権
問
家
を
一
舟
連
す
る
べ
く
実
戦
に
生
か
そ
う
と
し
た
、
杜
牧
の
瀕
い

が
窺
わ
れ
よ
う
。

晩
年
、
社
牧
は
自
身
の
一
死
期
が
近
い
事
を
予
感
し
、
自
ら
墓
誌
銘

を
編
纂
し
た
(
「
自
撰
墓
誌
銘
」
巻
十
)
。
そ
こ
に
は
自
身
の
経
歴
と
、

死
の
予
兆
と
な
る
不
思
議
な
出
来
事
の
記
述
、
が
大
半
を
占
め
る
の
だ

が
、
経
歴
の
後
に
唯
一
自
身
の
作
品
と
し
て
明
設
孫
子
』
に
触
れ
、

次
の
様
、
に
記
し
て
い
る
。

莱
平
生
好
読
書
、
為
文
亦
不
出
入
。
曹
公
臼
「
吾
読
兵
喬
戦
策

多
突
。
孫
武
深
突
」
。
悶
注
蛙
ハ
書
十
三
篇
。

某
平
生
読
書
を
好
み
、
文
を
為
る
も
亦
た
人
を
出
で
ず
。
害
公

日
く
「
寄
兵
奮
戦
策
を
読
む
こ
と
多
し
。
孫
武
深
し
」
と
。
図

り
て
其
の
書
十
一
ニ
篇
に
捜
す
。

自
分
は
詩
賦
を
作
る
才
能
、
が
人
よ
り
劣
っ
て
い
た
の
で
、
曹
操
一
が
称

揚
す
る
吋
孫
子
』
を
研
究
し
、
そ
れ
に
注
を
付
し
た
と
い
う
。
社
牧

が
墓
一
一
一
戸
川
銘
に
描
い
た
悶
ら
の
理
想
像
は
、
文
意
家
で
は
な
く
、
兵
戦

を
研
究
す
る
経
世
家
と
し
て
の
姿
で
あ
っ
た
。

生土
中日

圭五
口口

以
上
、
杜
牧
の
『
注
孫
子
』
に
お
い
て
、
兵
戦
と
儒
者
と
が
如
何

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
き
た
。

社
牧
は
担
父
社
佑
の
影
響
と
経
書
や
史
書
、
及
び
青
年
期
の
戦
乱

体
験
か
ら
、
昇
、
学
の
重
要
性
を
強
く
認
識
し
た
。
そ
こ
で
兵
戦
を
収

束
す
る
た
め
に
自
ら
兵
戦
を
学
び
、
兵
戦
に
無
関
心
の
士
大
夫
に
警

鐘
を
鳴
ら
す
べ
く
、
軍
略
家
、
経
世
家
の
視
点
か
ら
『
詑
孫
子
h

を

著
し
た
。
そ
の
『
注
孫
子
』
で
杜
牧
は
、
『
孫
子
』
の
兵
戦
論
の
要
を
、

臨
機
応
変
の
戦
い
方
と
、
更
に
ぷ
旬
子
』
に
拠
り
、
仁
義
を
用
い
る

事
に
あ
る
と
記
し
た
。
か
く
て
円
孫
子
』
に
は
仁
義
が
加
え
ら
れ
、

兵
学
と
儒
学
、
兵
戦
と
儒
者
と
は
こ
こ
に
結
び
つ
い
た
の
だ
っ
た
。
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注

(
l
)
そ
の
戦
略
や
兵
学
研
究
は
、
社
牧
の
詩
作
に
も
影
響
を
与
え
た
。

拙
稿
「
杜
牧
の
辺
塞
を
詠
じ
る
詩
に
つ
い
て
ー
そ
の
作
品
集
の
編
纂
、

及
び
「
河
謹
」
の
詠
法
を
手
が
か
り
に
i
」
(
四
日
本
中
国
学
会
報
h

第
五
十
六
築
、
ニ

O
O
閉
年
)
、
「
社
牧
の
詠
史
詩
と
『
孫
子
注
E

Z
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』
第
二
十
五
号
、
二

O
O六
年
)
を
参
照
さ

-一』、;

斗
d
q
J
f
J
a
s
-
w



(2)
こ
の
際
に
、
当
時
に
お
け
る
を
含
む
兵
学
及
び
儒
学
の

受
蒋
状
況
や
、
士
大
夫
の
経
世
意
識
の
あ
り
ょ
う
等
を
踏
ま
え
る
必

要
、
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
の
割
問
題
と
し
た
い
。

(
3
)
原
文
は
「
小
市
場
料
、
用
力
少
者
、
木
策
笛
也
。
大
市
難
制
、
用

力
多
者
、
兵
刃
斬
也
。
倶
期
於
除
去
恕
民
、
安
治
義
人
」
。

(
4
)
高
…
「
杜
牧
の
儒
教
に
つ
い
て
」
古
学
林
』
第
十
二
号
、

一
九
八
八
年
)
、
坂
野
純
子
「
杜
牧
『
註
孫
子
』
と
枇
佑
句
通
典
』
兵

門
仁
つ
い
て
」
(
『
一
一
松
』
第
十
三
集
、
一
九
九
九
年
)
参
摘
。

(
5
)
共
戦
に
無
盟
解
の
士
大
夫
と
、
一
興
誌
だ
が
無
学
の
武
将
に
対
す
る

社
牧
の
舌
鋒
は
鋭
い
。
府
兵
制

J

版
止
が
も
た
ら
し
た
弊
富
山
を
批
判
す

る
「
原
十
六
街
」
(
巻
五
)
で
は
、
宏
京
開
元
十
年
(
七
一
一
一
…
)
に
府

兵
制
廃
止
を
求
め
た
宰
相
張
説
を
「
愚
峰
山
」
と
表
現
し
、
「
上
河
錫
李

尚
警
警
」
(
巻
十
一
一
一
)
で
は
安
史
の
乱
後
の
河
陽
節
度
使
を
「
壮
健
不

学
之
徒
、
不
知
嬬
術
、
一
小
織
大
礼
」
と
記
し
て
い
る
。

(
6
)
原
文
は
「
武
一
昨
著
書
、
凡
数
十
万
一
一
一
一
回
、
曹
説
武
帝
削
蛙
ハ
繁
剰
、
筆

並
ハ
精
切
、
凡
十
三
綿
、
成
為
一
一
編
。
曹
自
為
序
、
印
刷
読
解
之
、
日

孫
武
深
突
』
。
然
其
所
為
註
解
、
十
不
釈

一」。

(
7
)
中
華
欝
局
版
明
十
一
家
注
孫
子
校
濯
』
(
新
編
諸
子
集
成
、

一
九
九
九
年
三
月
。
底
本
は
一
九
六
一
年
中
華
審
開
影
印
『
宋
本

十
…
家
川
町
孫
子
』
)
及
び
息
地
典
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
十
二

月
)
に
拠
る
。
回
出
足
「
儒
家
和
兵
家
治
道
思
想
的
整
合
及
其
歴
史
影

響

i
従
，
儒
兵
家
d

昭
一
旬
『
十
一
家
往
孫
子
』
」
(
司
現
代
哲
学
』

。
。
一
一
一
年
第
四
期
)
に
、
十
一
家
注
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
一
一
一
一
口
説

に
つ
い
て
概
論
が
あ
る
。

(8)
司
萄
子
b

本
文
の
引
用
は
、
清
・
王
先
謙
撰
♂
旬
一
千
集
解
』
(
中
華

書
局
、
一
九
八
八
年
九
月
)
に
拠
る
。

(9)
庸
・
活
指
撰
q

，
官
官
渓
友
議
加
南
陽
録
に
「
李
築
郎
中
為
荊
南
節
度

判
官
、
集
『
間
外
春
秋
』
十
巻
:
・
詑
『
黄
帝
陰
符
経
ご
と
あ
る
が
、

そ
の
他
の
資
料
に
異
同
が
多
い
。
余
嘉
錫
『
間
庫
提
要
排
証
』
巻

十
一
子
部
二
参
照
。

(
m
w
〉
覧
隠
林
(
明
新
蔚
書
』
巻
一
九
一
一
)
の
可
能
性
も
あ
る
。
子
汝
波
「
陪

腐
五
代
時
期
『
孫
子
兵
法
h

流
伝
述
論
」
(
司
軍
事
摩
史
研
究
』

一
九
九
六
年
第
二
期
〉
参
照
。

(
日
)
明
通
典
』
巻
一
間
八
叙
兵
に
拠
る
。

(
ロ
)
柴
回
昇
「
時
前
者
番
』
の
陛
史
的
能
置
」
(
『
史
林
』
七
十
九
巻
一
号
、

一
九
九
六
年
)
、
「
『
萄
子
』
と
兵
営

1
戦
国
i
漢
初
期
に
お
け
る
軍
事

的
教
養
の
一
側
面
l
」
(
円
。
向
者
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
十
二

号
、
一
九
九
八
年
)
、
湯
設
邦
弘
司
中
国
十
日
代
軍
事
思
想
史
の
研

究
』
(
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
十
月
)
第
一
部
第
七
章
司
司
馬
法
b

(
元
載
は
二
司
馬
法
h

に
於
け
る
支
舵
原
理
の
峻
別
」
、
明
島
根
大
学

教
育
学
部
紀
要
』
〔
人
文
・
社
会
科
学
〕
第
二
十
四
巻
第
二
号
、

一
九
九

O
年
)
参
照
。

(
日
)
愛
甲
弘
志
「
杜
牧
の
散
文
に
つ
い
て
i

そ
の
思
想
的
基
盤
の
解
明

!
」
(
司
中
国
文
学
論
集
』
第
九
号
、
一
九
八
O
年
)
参
照
。

(M)
杜
牧
の
「
道
者
、
仁
義
也
」
と
い
う
語
は
、
韓
愈
「
原
道
」
の
「
博

愛
之
謂
仁
、
行
商
宣
之
之
謂
義
。
出
是
市
之
一
掃
之
謂
道
」
を
想
起
さ

せ

る

。

た

だ

杜

牧

が

の

と

言

う

場

合

、

古

文

運

(79) 



動
の
を
ど
れ
程
意
識
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
待
考
。

(
日
)
「
一
戸
川
」
(
地
主
ハ
)
に
、
孟
予
の
性
善
説
、
萄
子
の
性
悪
説
、

楊
子
の
性
感
混
合
説
を
比
較
し
て
「
比
於
二
子
、
奇
得
多
失
」
と
萄

子
を
高
く
評
価
す
る
。

(
M
N
)

泉
州
訪
問
』
子
張
篇
の
「
子
貫
一
訟
中
山
〈
子
徳
日
明
文
武
之
道
、
未
墜
於
地
、

殺
人
ど
の
「
文
武
之
道
」
を
「
文
事
と
武
事
」
と
併
し
、
子
賓
が
夫

子
の
徳
を
文
事
と
武
事
に
あ
る
と
称
し
た
と
解
す
る
。
し
か
し
朱
薬

撰
明
論
詩
集
控
』
に
「
文
武
之
道
、
調
文
玉
、
武
一
土
之
諜
訓
功
烈
」

と
記
す
様
に
、
「
文
武
」
は
文
王
、
武
王
の
政
治
を
指
し
て
い
よ
う
。

ま
た
盟
人
の
匹
、
戦
参
加
を
説
き
、
明
地
別
経
』
大
雅
・
皇
突
の
「
以
爾
鈎

援
、
以
関
脇
街
、
以
伐
崇
繍
:
・
」
を
「
此
実
文
一
王
伐
崇
端
、
伝
子
其

城
、
以
臨
車
街
、
鈎
援
其
城
、
文
王
親
自
為
之
」
と
記
す
。
社
牧
は

『
詩
経
加
の
「
以
前
鈎
援
:
・
以
伐
崇
塘
・
:
」
を
、
文
王
が
山
中
m
塘
討
伐
の

際
に
、
敵
の
城
に
鈎
を
掛
け
て
車
で
突
く
様
子
と
見
な
す
が
、
前
半

二
句
は
天
帝
が
文
主
に
一
ト
す
命
令
で
あ
る
。
こ
の
様
な
杜
牧
の
解
釈

に
つ
い
て
、
前
掲
注

(
A
吋
)
島
氏
論
文
に
詳
し
い
考
証
が
あ
る
。

(
げ
)
原
文
に
「
尭
山
敗
、
越
後
振
」
(
原
注
、
刑
判
出
動
一
間
)
と
あ
る
。
発
山

は
柏
郷
(
現
在
の
河
北
省
出
台
市
柏
郷
県
〉
付
近
。
器
内
治
通
鑑
』
巻

問
。
元
和
十
二
年
三
月
の
条
に
「
郡
士
美
敗
於
柏
郷
、
抜
営
而
婦
、

シ
ど
の
マ
ハ
w
o

(80) 

(
筑
波
大
学
〉


